
当行の「コーポレート・ガバナンス体制」
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●所管部署、情報取扱責任者と

協議等、会社情報の開示可否

決定等手続きを遂行。

●開示決定の場合、常務役員報

告、監督官庁・東京証券取引

所に開示。

●リスク統括部に法令等要件精

査を要請。

●経営会議・取締役会に付

議・報告する案件また経

営会議に代えて稟議書・

協議箋で常務役員の決裁

を仰ぐ案件について適時

開示事項の確認実施。

●適時開示事項に該当の場

合、所定の報告書を作成

し、経営企画部宛報告。

※決算に関する情報については、経営会議・取締役会に付議により開示決定後、監督官庁・

東京証券取引所に適時開示する。
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適時開示体制の概要


